




 

仕  様  書 

１．請負の表示 
     高知工業高専昇降機設備（ソーシャルデザイン工学科講義棟他）保全業務 一式 
２．履行場所 
      高知県南国市物部乙２００番１ 高知工業高等専門学校構内 
３．履行委期間 
      平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 
４．業務概要 
   ａ．この保全業務（以下「業務」という。）の請負者は、この仕様書及び文部科学省保全業務標準仕様書

に基づき業務を履行する。 
   ｂ．この仕様書に記載ない事項で、業務対象設備の保全上当然必要な事項は、業務に含むものとする。 
５．一般事項 
  １）監督職員 
         監督職員とは、発注者がこの業務を監督するものとして定めた職員をいう。 
    ２）疑義に対する協議 
          この仕様書等に疑義のある場合は、監督職員と協議する。 
    ３）疑義の結果の措置 
   ａ．監督職員と協議を行った場合、必要に応じて業務内容の変更が行われる。 
   ｂ．変更に至らない事項は、記録して監督職員に提出する。       
    ４）諸法令の遵守 
          業務の履行に当たり、適用を受ける諸法令を遵守し、安全かつ善良な管理者の注意をもって行う。 
    ５）別契約の関連業務等 
     業務が発注者の日常業務の遂行に支障を生じないよう、関係者との連絡を密にする。 
    ６）業務責任者等 
     業務の履行に当たり、業務責任者を定める。 
  ７）業務場所における安全衛生の管理 
   ａ．業務場所の安全衛生に関する管理は、業務責任者が関係諸法令等に従ってこれを行う。 
   ｂ．業務場所においては整理、整頓、清掃を行い、危険の予防に留意するとともに、火災、盗難、その他

の事故防止について責任をもって行う。 
    ８）業務対象設備の保安等について 
          業務対象設備の保安等については、適切にこれを行う。 
    ９）災害及び公害の防止 
   ａ．業務の履行に伴う災害及び公害の発生は、関係諸法令等に従い防止に努めなければならない。 
   ｂ．災害及び公害の発生のおそれがある時の処置については、速やかに監督職員と協議する。 
   １０）臨機の措置 
          業務の履行中において、災害又は、公害もしくは重大な障害が発生した時は、速やかに適切な措置を

取り、その経緯を直ちに監督職員に報告する。 
   １１）修繕・改修等の意見具申 
          業務対象設備の運用を確保するために、修繕・改修等の必要を認める時は、速やかに意見を付して監

督職員に報告する。 
  １２）業務計画書 
     請負者は業務の履行に当たり業務計画書を作成し提出する。業務は業務計画書に従って行う。 
  １３）業務報告書 
           業務報告書は業務完了の都度に作成し、監督職員に提出する。 
  １４）光熱水料 
           業務に使用する光熱水料は発注者の負担とする。 
  １５）小修理業務 
            業務対象設備に故障又は異常を発見し、応急処置の必要がある時は、常備する工具類又は部品を用

いて小修理業務を行う。その範囲は、業務に支障をきたさない程度で実施できる部品交換等とする。 



 

６．特記事項 
    １）一般事項 
   ａ．請負代金の支払い 
          請負代金の支払いは、 高知工業高等専門学校総務課  より業務完了後、 １ 月ごとに支払う。 
   ｂ．業務種別 
          業務種別は ・「保守・点検」  
          周期は １ヶ月に１回 を適用とする。 

     ※ 遠隔点検実施のエレベーターについては、技術者による点検・手入れ保全は３ヶ月に１回とする。

その場合も１ヶ月に１回業務報告書を提出するものとする。 
    ２）昇降機設備 

 ａ．業務対象設備仕様と特記事項(注記：機種 三菱電機㈱製) 

  エレベーター 

設 置 場 所 
ソーシャルデザイン  

工学科講義棟 
機械工学科棟 

環境都市デザイン  

工学科棟 

設 置 年 月 日 平成１６年３月 平成１６年３月 平成２３年３月 

種 類 乗用(車椅子仕様付) 乗用(車椅子仕様付) 乗用(車椅子兼用) 

性能検査の有無 無 無 無 

契 約 種 別 

フルメンテナンス契約 

基本サービス 

・遠隔点検、遠隔診断 

・専門技術者による点検、調整、

故障対応、検査 

・遠隔閉じ込め救出 

・建築基準法に基づく定期検査 

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾒﾆｭｰ 

・機器保証ｻｰﾋﾞｽ 

・防犯ｶﾒﾗ録画ｻｰﾋﾞｽ 

フルメンテナンス契約 

基本サービス 

・遠隔点検、遠隔診断 

・専門技術者による点検、調整、

故障対応、検査 

・遠隔閉じ込め救出 

・建築基準法に基づく定期検査 

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾒﾆｭｰ 

・機器保証ｻｰﾋﾞｽ 

・防犯ｶﾒﾗ録画ｻｰﾋﾞｽ 

フルメンテナンス契約 

基本サービス 

・遠隔点検、遠隔診断 

・専門技術者による点検、調整、

故障対応、検査 

・遠隔閉じ込め救出 

・建築基準法に基づく定期検査 

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾒﾆｭｰ 

・機器保証ｻｰﾋﾞｽ 

・防犯ｶﾒﾗ録画ｻｰﾋﾞｽ 

駆 動 方 式 ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御 ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御 ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御 

積 載 能 力 900kg､13人乗り 900kg､13人乗り 900kg､13人乗り 

か ご の 速 度 60m/min 60m/min 45m/min 

運 転 方 式 乗合全自動方式 乗合全自動方式 乗合全自動方式 

停 止 階 数 4 3 3 

付 加 装 置 

地震管制運転装置(S波) 

ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ 

停電自動着床装置 

火災時管制運転装置 

遮煙ﾄﾞｱ 

地震管制運転装置(S波)  

ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ 

停電自動着床装置 

火災時管制運転装置 

遮煙ﾄﾞｱ 

地震管制運転装置(P波) 

ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ 

停電時自動着床 

火災時管制運転 

遮煙ﾄﾞｱ 

備 考    

 ｂ．自動通報ｼｽﾃﾑ 

   自動通報ｼｽﾃﾑの使用に伴う電話回線使用料は請負者の負担とする。 

 ｃ．業務報告書 

・業務完了後に業務報告書を1部提出する。(周期 1ヶ月) 

    ･ 業務報告書の書式は請負者の業務報告書による。 

 

 


